
○ 企画文教委員会

議案第４９号
知立市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を
改正する条例

議案第５０号 知立市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例

議案第５１号 知立市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

議案第５３号 知立市体育施設条例の一部を改正する条例

議案第５４号 知立市文化会館の指定管理者の指定について

令和５年知立市議会１２月定例会 議案付託一覧表（第５号）



○ 市民福祉委員会

議案第５２号 知立市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

令和５年知立市議会１２月定例会 議案付託一覧表（第５号）



○ 予算・決算委員会

議案第５５号 令和５年度知立市一般会計補正予算（第７号）

議案第５６号 令和５年度知立市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

議案第５７号 令和５年度知立市介護保険特別会計補正予算（第２号）

議案第５８号 令和５年度知立市水道事業会計補正予算（第２号）

議案第５９号 令和５年度知立市下水道事業会計補正予算（第１号）

令和５年知立市議会１２月定例会 議案付託一覧表（第５号）



○ 予算・決算委員会 （企画文教分科会 所管分）

議案第５５号 令和５年度知立市一般会計補正予算（第７号）中

　第１条　歳入歳出予算の補正の内

　　歳入は所管の予算・決算委員会分科会

　　歳出の内、第１款 「議会費」

　　　　　　　第２款 「総務費（第２項第１目税務総務費中 007証明事務事業、

                     第３項戸籍住民基本台帳費を除く。）」

　　　　　　　第10款 「教育費」

　　　　　　　全ての款の内、第２節「給料」から第６節「恩給及び退職年金」

　　　　　　　まで。ただし、第３節「職員手当等」及び第４節「共済費」に

　　　　　　　あっては、会計年度任用職員に係るものは事業所管の予算・決算

　　　　　　　委員会分科会とする。

　第２条　継続費の補正の内、第２款「総務費」

　第３条　繰越明許費の補正の内、第１０款「教育費」

　第４条　地方債の補正

令和５年知立市議会１２月定例会 議案付託一覧表（第５号）



○ 予算・決算委員会 （市民福祉分科会 所管分）

議案第５５号 令和５年度知立市一般会計補正予算（第７号）中

　第１条　歳入歳出予算の補正の内

　　歳入は所管の予算・決算委員会分科会

　　歳出の内、第２款 「総務費」の内、第２項第１目「税務総務費中 007証明事

　　　　　　　　　　 務事業」、第３項「戸籍住民基本台帳費」

　　　　　　　第３款 「民生費」

　　　　　　　第４款 「衛生費」

　　　　　　　第６款 「農林水産業費」

　　　　　　　第７款 「商工費」

　　　　　　　全ての款の内、第２節「給料」から第６節「恩給及び退職年金」

　　　　　　　までを除く。ただし、第３節「職員手当等」及び第４節「共済

　　　　　　　費」にあっては、会計年度任用職員に係るものは事業所管の予

　　　　　　　算・決算委員会分科会とする。

　第２条　継続費の補正の内、第３款「民生費」

　第３条　繰越明許費の補正の内、第３款「民生費」、第４款「衛生費」

議案第５６号 令和５年度知立市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

議案第５７号 令和５年度知立市介護保険特別会計補正予算（第２号）

令和５年知立市議会１２月定例会 議案付託一覧表（第５号）



○ 予算・決算委員会 （建設水道分科会 所管分）

議案第５５号 令和５年度知立市一般会計補正予算（第７号）中

　第１条　歳入歳出予算の補正の内

　　歳入は所管の予算・決算委員会分科会

　　歳出の内、第８款 「土木費」

　　　　　　　全ての款の内、第２節「給料」から第６節「恩給及び退職年金」

　　　　　　　までを除く。ただし、第３節「職員手当等」及び第４節「共済

　　　　　　　費」にあっては、会計年度任用職員に係るものは事業所管の予

　　　　　　　算・決算委員会分科会とする。

　第３条　繰越明許費の補正の内、第８款「土木費」

議案第５８号 令和５年度知立市水道事業会計補正予算（第２号）

議案第５９号 令和５年度知立市下水道事業会計補正予算（第１号）

令和５年知立市議会１２月定例会 議案付託一覧表（第５号）


